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第 2部「委員会運営のあり方」 
 
Ａ．はじめに 
 
ここに書こうとする内容は、意見書№．695に著した『淀川水系流域委員会／／考』第 1
部「生みの親たち」に継ぐ論考であり、元々構想の骨格があったのであるが、第 48回委員
会以降、新執行部誕生を契機として「2 月以降の委員会運営の課題について」（060118№．
48「意見交換資料１」）に対し、検討議論が行われると共に、一般傍聴者に対しても「今後
の委員会運営に対する」意見聴取が行われ、続く第 49回委員会での「一般傍聴者からの意
見聴取の方法について」として委員会審議及び一般傍聴者からの「意見聴取」があったの

みならず、第 50回委員会では「一般からの意見提出および傍聴者からの意見聴取に関する
提案」（060424「意見交換資料１」）が出されるに及んだ為、この最近の事態への考察を中
心としてまとめたいと思う。 
 
Ｂ．成功の為の３つの要素 
 
１．委員そのものの努力 
２．国民の理解と協力 
３．河川管理者の積極的、全面的協力 
 
淀川水系流域委員会（第１次委員会）が曲がりなりにも「淀川モデル」として高い評価

を受けるに至った経緯を後振りして観る時、以上の３要素は完璧とはとても言えないにし

ろ、そろっていた事が見てとれる。 
特に、「３．河川管理者の積極的、全面的協力」は並々ならぬものであった事は、上記意

見書№695 に示したとおりである。しかし、2004 春から近畿地整内に変化が生まれた。反
動である。これは「ダム建設に依存しようとする立場」の台頭と言えよう。おりしも「住

民対話集会」真の盛りで、これを利用した画策が蠢動した。「住民意見の反映」と言わんば

かりに、第１回アンケート結果が何度も繰返し報告され、それが「ダム建設促進派の大量

動員によるものである」事は伏せられていた。「木津上」では住民の最終意見は各々個々の

「提案」として提出されたが、十把一からげにホームページ上で切り捨てて、個々への具

体的な回答になっていない。住民全体は他の意味でも、全く「利用されただけ」であった。

そして「水需要の精査・確認を遅らせる」「対象洪水の従来説明を一転、バーチャル洪水で
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の浸水被害シュミレーション連発説明」など委員会審議は振り回されたのである。 
 今もこの流れは続いていて、「岩倉峡の流下能力」にからむマニングの粗度係数を「検討

委員会」の結論に大きく反して、ｎ＝0.045 を採用すると表明しているが、これの理由も、
言い訳もなく、頑固に硬直している理由は「川上ダム建設の治水必要論」が崩壊するのを

恐れているのであって、更に意見書№689の最後に推察したような次第であろう。＜資料１
－１‘＞ 
 更に更に、「委員会予算」を減らして来ている。これらの流れをどう委員の皆さんは考え

ているのか。感じているのか？ 
 以上のように、河川管理者側の態度が変わってきている事実を、厳しく冷静にみなけれ

ばならない。 
 
「２．国民の理解と協力」はどうであったか。 
まず「環境世論」は広がっており、「流域委員会」の役割を知った人達、その後「提言」

（030117版）を知ることになった人々は大部分が共鳴した。今では「川上ダム建設促進期
成同盟」の人々でも『環境を損なわない方法でダムを建設するべきだ』と述べるようにな

った。２年前では『環境環境というが、人間の生命とどっちが大事やねん！』とゴネル人

も多く、テコズッタ事もあった。勿論その場で論理的に説明しても、言辞的実感が湧かな

い上に「思い込みが強い」と、「人間も環境の一部である」認識が、「トンデモナイ宗教教

理」のように思えるのか、「虫や魚と一緒にするな！あんたも人間やろがな！」と一喝され

た。 
 最近はさすがにそのような人と出会っていない。これが即、「淀川水系流域委員会」の活

動の影響とは言えないが、これ迄色々の形で発信してきた情報は時間が経過するにつれ、

浸透していっているのではないか、積み重なってきているのではないかと思われるのであ

る。 
 委員会が積極的に「意見聴取を求め」、又積極的に「委員会情報」を発信し続ける事が、

流域住民をはじめ国民の関心を高め、その理解と協力を喚起する事になるのである。 
 
「１．委員そのものの努力」は言う迄もなく、主体性の問題である。 
最近（2005年中）の審議を見ていて、どうも個々の委員達が審議や意見書起草に充実し

て関わっていないのではないかと思っている。 
特に何かの課題があれば、積極的に情報収集に当たらなければならない。自らも現地へ足

を運んだり、文献を漁ったり、嫌がられても河川管理者情報（公文書など）、各行政機関情

報を開示するよう要求しなければならない。又、それらの分析を通じて成立する意見を「参

考資料１」に委員意見としてどんどん発表していくべきである。審議を充実させる為に、

もっともっと「参考資料１」を活用すべきであると提案したい。 
 これから新たな調査が必要であれば、遠慮せず積極的に河川管理者に要求すべきである。
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これらは「立派な」河川整備計画策定の為、必要な経費であり、「委員会予算」とは別とし

「河川調査費」から回すべきものである。 
 委員会および委員からの情報開示請求の努力不足は、例えば、「水資源機構管掌の川上ダ

ム環境３委員会議事録」及び「川上ダム基本高水決定検討書」など私が請求しているのみ

である。その他、昨年７月の段階で委員諸氏より数多くの質問が河川管理者に対し出され

ているが、回答で終結したものは少数で、まだ多くの未回答事案がある。 
 いつまでも「宙ぶらりん」で忘れてもらっては困る。特に今本委員からの「岩倉峡部分

開削で、下流の水位がどれだけ上昇するか。その事で島ヶ原などで破堤や越流の危険を具

体的に示して貰いたい。〔要略〕」など今後の審議を考える時、重要な質問に今もって答え

がない。督促の必要があろう。 
 委員会出席率が悪い数名の委員の内、３名が辞職された事になるが、これは選任前に適

格かどうかの判断が、慎重ではなかった事を示している。居住及び勤務地が遠過ぎ、委員

会出席は初めから無理と思われていた人、現在、大学などの勤務や研究活動などがあり多

忙である人達に、十二分に念押しをするべきであったろう。と同時に言いたいのは本人そ

のものの努力も欠けていたのではなかろうか、という事である。 
 委員たちから今も「言い訳」が聞こえてくる。気の毒なとも思うが、「偉大な事業」を決

定する為の立場の皆さんである事の自覚と流域住民の期待を担っているとの思いをもって、

積極的に参加されん事を希むものです。 
 
Ｃ．「一般からの意見提出および傍聴者発言の規制提案」 
 
第５０回委員会に出された提案の正式名称は＜資料─２＞を参照願いたい。そしてとり

あえず、その提案の細かい規程である部分を＜資料─３＞以降＜資料─５＞迄確認された

い。 
この提案に対し、意見交換を求められたので、私は次のように殆んど全面的反対の意見

を述べている。 
『この提案の根本的理由は一体何なのか。「意見書枚数制限」など、「実質的な一般住民、

傍聴者意見の制限」となるこのような提案が、どのような根拠で必要とされるのか。「一部

の意見提出と傍聴発言が委員会の健全な運営にしばしば支障をもたらしている」とする具

体例、事例を全て挙げて貰いたい。〔要旨〕』 
『こういった「言論抑制策」の前に、委員会は「一般流域住民の意見・考えをどう求め、

どう反映していくか」の重大課題を、もっともっと積極的に追求していくべきではないの

か。〔要旨〕』 
『「無駄を排したい」と言うなら、例えば、審議資料などの配布資料にしても、何度も何

度も同一人に手渡してきたが、「傍聴確認ハガキ」に「・・・・会（2006.02.18）にて審議
資料 2-1を手渡し済み。今回はご持参乞う。」などど、庶務的な工夫をもって、殆んど完全
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な改善ができる。こういった知恵を絞らないで、何と愚かな提案か。〔要約〕』 
ここに於いて詳しく解説し、この危険な「提案」の本音を探ろうと思う。 
 
「一部の意見提出と傍聴発言が委員会の健全な運営にしばしば支障が生じていること」「一

部の方の発言が委員会運営に支障をきたしたこと（たとえば①審議内容と無関係の発言、

②発言者の固定、③発言時間が長すぎる、など） 
 上記のような理由で、ルールを設け、従って貰いたいと言う訳である。 
 さて、委員会の健全な運営にしばしば支障が生じているのか。私は、『具体例、事例をず

うっと挙げてください』と求めている。 
 しかるに、今本委員長が答えたのは『例えば端的に言いまして、浅野さんからこれまで

いろいろといただきました資料は随分重複がありました。（中略）例えば岩倉峡での水位と

流量のデータ、これはいついつのを参照してくださいという形にしていただければ、それ

を見ればいいわけですので、そういう面はあったと思っています。』 
 三田村副委員長からは何も返答は出ない。 
この事は、この提案が非常に「低次元」のものである事を物語っている。又、私の意見書

の資料は随分と重複しているのかと調べてみたが、同一意見では見当たらず、考えてみれ

ば各々の意見書にその必要な資料を添えて示さなければ、読む側がそれを探さねばならず、

なければ理解が出きない事態も起こりうる。委員長の言う通りにするとかえって不透明意

見になりかねない訳である。 
 実のところ、本音は「金盛委員の発言を巡っての酒井さんの傍聴者発言」にあるのでは

ないかと推察する。 
 これは計らずも、第５０回委員会参考資料１意見書№693にて佐川さんが「流域委員会の
今後の運営についてのお願い」に「３）金盛委員の少数意見について」として述べられて

いるように問題となったのであり、その後の傍聴者発言で酒井さんが「怒気鋭く」それを

指摘された。それで金盛委員はプライドを傷つけられたと感じられ、立腹した発言をされ

た。これが引き摺っているのである。この件では、私は佐川さんのように指摘するよう心

懸けねばならないと思う。委員会は具体的に酒井さんに説明し、「怒気など示さず、個人攻

撃的にならないよう気をつけて下さい。」と委員長が話せば済むことで、全体の意見発表を

狭い箱に閉じ込めるような規制案を考えるべきではないのである。＜資料-9,10＞ 
 意見書枚数へのこだわりで、環境問題としての意見や一般意見書全体の枚数を数え、金

額をはじいての委員意見も出ていたが、環境問題を言えば、全て委員会の出版物、封筒な

どなど、審議資料も「紙は再生紙にしよう」との提案の方が次元が高いのではないか。経

済を言うのであれば、「無駄をなくす方向」として、本委員会、部会を通じ同一人に２部３

部と審議資料が重複して配布されるのを防止するシステムと、河川管理職員が必要以上に

参集しているのを整理抑制しよう。これは河川コンサルタントや関連会社社員達にもお願

いしよう。 
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 検討会、学習会などはメーリングリストで電子メール意見交換で済ませられるよう工夫

しよう。会場費用、交通費、人件費を節約するのだ。このように、もっともっと大きい金

額について検討されるようお願いする。 
 
〔注〕： ここでは緊急を要する《一般意見等の規制》案に対応する為、「テーマ」につい

て全面的に論考することができず、又、委員会提案の細部に対する具体的検証に

迄、踏み込む事が出来なかった。 
     そこに示された細々とした規制対象を概括して述べれば、「表現の自由を抑制す

る」実質的な負担を一般住民に強いるものであり、非常に危険な規制である。そ

れらは意見の根拠を明瞭に判読して貰う為に必要欠くべからずの、資料の色分け

であったり、大きさであったり、紙数であったり、様式であったり、手書き原稿

のワープロ整理（庶務への依頼）などの配慮であり、多くの読者の正確な読解を

助けている事を忘れてはならない。 
     いずれにしても本稿は緊急性をもって「とりあえず」まとめたものであるので、

今後に内容を広げ深め、改訂版を示すことになる。 
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